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政
令
第

号

高
速
自
動
車
国
道
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
高
速
自
動
車
国
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制

定
す
る
。

高
速
自
動
車
国
道
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
二
百
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
四
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
法
第
五
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
整
備
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。

一

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
全
国
的
な
高
速
自
動
車
交
通
網
の
形
成
に
及
ぼ
す
影
響
が
軽
微
な
も
の
と
し

て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の

二

第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
減
額
に
係
る
も
の
及
び
天
災
に
よ
る
工
期
の
延
長
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令

で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
る
増
額
（
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
範
囲
内
の
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の

附

則



- 2 -

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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理

由

国
土
交
通
大
臣
が
高
速
自
動
車
国
道
の
新
設
又
は
改
築
に
関
す
る
整
備
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
国
土
開
発
幹
線

自
動
車
道
建
設
会
議
の
議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
か
ら
、
車
線
数
に
関
す
る
事
項
で
全
国
的
な
高
速
自
動
車
交
通
網
の

形
成
に
及
ぼ
す
影
響
が
軽
微
な
も
の
等
を
除
く
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


